


説明会に替えて連絡する事項 

 

 

◆見積は、定価（消費税相当額含む）に対しての納入希望金額の率（％）

で行うこと。 

 

◆本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。 

 令和８年２月２７日（金）午前９時から 

 令和８年３月 ５日（木）午後５時まで 

 



予定価格を超過して入札した者の取扱いについて 

 

 

○  本件の入札において予定価格を超過して入札をした者

は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名

しない場合があります。 

 

○  入札辞退者に不利益を課すことはありません。 



宇治市立図書館用図書等納品仕様書 

 

 

 宇治市（以下「発注者」という。）が発注する宇治市立図書館用図書等（以下「図書

等」という。）の納品に関する仕様は次のとおりとする。 

 

１ 契約期間 

    本仕様書による基本契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日

までとする。 

 

２ 納品場所 

   宇治市中央図書館、宇治市東宇治図書館、宇治市西宇治図書館 

 

３ 納品図書等 

   書籍、紙芝居、雑誌等とする。 

 

４ 発注方法等 

（１） 通常の発注方法等 

①  発注者は、図書等の納入について、およそ１週間分を取りまとめて受注者

に発注する。 

②  発注方法は、書名、著者、出版社等を記載した発注リスト及び、同様の内 

容の宇治市図書館のコンピュータシステムより抽出した株式会社図書館流

通センターフォーマットの発注データを添えて、３館分をまとめて宇治市中

央図書館において受注者に渡すことによって行う。 

（２） その他の発注方法等 

 （A）リクエスト購入書籍、紙芝居等の発注方法等 

  ①  発注者は、上記の「通常の発注方法」とは別に各図書館においてリクエス

ト購入書籍及び紙芝居等（以下「リクエスト購入書籍等」という。）を発注

することがあるので、受注者は、各図書館にそれぞれ週２回ずつ出向き注文

を受けること。 

   ②  発注方法は、書名、著者、出版社等を記載した発注リストにて行う。 

 （B）雑誌の発注方法等 

  ①  発注者は、上記の「通常の発注方法」とは別に各図書館において、当該基

本契約の開始時に誌名、出版社、購入予定期間等を記載した発注リストを渡

すことによって行う。 

②  購入予定を変更する場合は、そのつど変更にかかる誌名、出版社、購入予

定期間等を記載した発注変更リストを渡すことによって行う。 



５ 納品方法 

（１） 受注者は、発注を受けた図書等については、本仕様書の７に定める装備を行

い、発注者の指定する納品明細書及び図書原簿（見本別添）を添えて、各図書

館に速やかに納品するものとする。 

 （２） 受注者は、発注を受けた図書等の入荷及び作業進行状況について、発注者の

求めがあった場合は、迅速かつ的確に回答するものとする。 

 

６ 納品期限 

（１） 発注後６０日を納品期限とし、この範囲内で速やかに納品すること。ただし、

特に緊急を要する書籍等は、７日以内を納品期限とする場合がある。 

（２） 納品期限までに納品がない場合、発注者は、その図書等の購入を取り止め、

発注自体を取り消すことができる。 

（３） 納品期限内に納品が見込めない場合、そのことが判明した時点でその理由を

付して発注者に連絡すること。連絡を受けた後、発注者は、納品期限の延長も

しくは発注の取り止めなどの指示を行う。 

（４） 納品期限を延長し図書の納品を求める場合は、双方協議のうえ、発注者が納入

期限を決定する。その際に定めた期限内に納品が見込めない場合は、発注自体を

取り消すことができる。   

（５） 雑誌の納品期限は、雑誌の販売後直近の、週２回設定されているリクエスト

購入書籍等の注文時に納品すること。 

 

７ 図書等の装備等 

（１）  発注者は、株式会社図書館流通センター作成の書誌データ（ＴＲＣ ＭＡ

ＲＣ）を使用しているので、図書等の装備にあたっては、受注者において株

式会社図書館流通センターに装備を委託する等、発注者の書誌データ（ＴＲ

Ｃ ＭＡＲＣ）使用に支障の無いものとすること。 

（２）  受注者が納品する図書等の装備等については、次のとおりとする。 

  ① バーコードラベル（登録番号記入済のもの）の貼付。 

   ・発注者指定のバーコードラベルを使用すること。 

   ・貼付位置は、図書の背を左にして背より３㎝、地より２㎝とする。 

   ・貼付位置に「書名」等重要な情報がかかる場合は、適宜位置をずらすこと。 

   ・登録番号は、一般書（郷土資料・参考資料を含む）と児童書を別の番号体系

とし、発注者が指示した番号から発注図書を受入れた順に８桁の番号を設定

すること。 

  ② 背ラベル（請求記号記入済のもの）の貼付。 

   ・背ラベルは、1段ラベルを使用し、一般書は紺色枠、児童書は赤色枠、郷土

資料・参考図書は茶色枠とすること。 



   ・貼付位置は、基本的に地より１㎝とするが、これにより難い場合は別途発注

者の指示を受けること。 

   ・請求記号の分類桁数、図書記号等詳細仕様は別途指示する。 

   ・郷土資料、参考図書については別置記号等を別途指示する。 

  ③ フィルムカバーによる表紙への補強加工。 

   ・表裏表紙全面にブックコートをかけること。 

   ・フィルムの材質は、ブッカー同等品以上とし、抗菌処理を施したものとする。 

  ④ その他 

   ・ブックケースは、不要である。 

   ・ジャケットカバーは、取り外さないこと。 

   ・差込み図表、正誤表、月報等は所定の場所に張付け、納入すること。 

（３） 装備の例外事項については、次のとおりとする。 

  ① 各図書館において週２回発注するリクエスト購入書籍の装備 

   ・納品書籍に対応する装備用品（背ラベル、登録番号記入済バーコードラベル

フィルムカバー等）を、書籍とは別に納品すること。詳細は発注者の指示を

受けること。 

  ② 紙芝居 

   ・発注者指定の専用ケース付きとし、装備は紙芝居の表紙に行うこと。背ラベ

ル、小口印は不要。詳細は発注者の指示を受けること。 

  ③ 雑誌 

   ・納品雑誌に対応する装備用品（ラベルキーパー、フィルムカバー、雑誌カバ

ー、その他装備用品等）を、雑誌とは別に納品すること。 

 詳細は発注者の指示を受けること。 

   ④ その他（ＣＤ、ビデオ等） 

    ・その他の装備については、別途発注者の指示を受けること。 

 （４）装備見本については、宇治市中央図書館の貸出用図書を見本とすること。 

 

８ 図書代金の請求等 

 （１） 受注者は、納入した図書の代金の請求については、基本契約期間のひと月ご

とにその月に納品した図書分を取りまとめて翌月に発注者に請求するものと

する。 

 （２） 請求は、発注者所定の請求書にて行い、発注者の指定する様式の明細書（本

仕様書５（１）の「納品明細書及び図書原簿」と同様式）を添付すること。 

 

９ その他 

 （１） 発注者が図書購入のために出版情報を収集する際には協力をすること。 

 （２） 図書納入後において、発注者の過失、又は通常の損耗の場合を除き、当該図



書の損傷等が発見されたときは、受注者は発注者の指定する日までに無償で修

理又は良品と交換するものとする。 

 （３） 発注者は、直販、非売品、自己出版、古書、資料等通常の書籍流通に乗りに

くいもの、その他発注者においてとくに必要と認めたものについては、この基

本契約の対象範囲とせず、別途購入することができる。 

 （４） 受注者は、発注者が注文した図書資料に、動画を含むデジタルコンテンツの

付録が付く場合は、出版者（許諾権を有する者）に、館外貸出可能か否かの確

認をとり、可能な場合のみ納品すること。 

 

 

 

 



図書原簿及び明細書（見本） 

No.0001234                                                   

登録番号 著者名 書名 版年 出版社 単価 請求記号 

MARCNo 

備考 

00001234 ＊宇治太郎 宇治川物語 かくれ

た主役たち （京都

歴史散歩 ７） 

1995 宇治出版 1,800 K291.62 ウジ 7 

11012345 

6001000952 

        

        

受入年月日 受入先 小計  冊               円 

 

 


